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2011 年 01 月 13 日 
 

JAB RL331-2010（5 月 21 日公表改定案）に対するコメント 

№ 
コメント 
提出者 

（敬称略） 
条項
No. 

行
No. 

コメン
ト区分

コメント内容 提案 JAB 事務局対応案 
（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

1 佐々波浩一 6. 項

1） 
全行 T この原案では、不確かさ全

体に対する設備の校正の
寄与分がごくわずかであ
る場合でもトレーサビリ
ティを要求している。しか
し 6.2 項で試験所は、不確
かさ全体に対する設備の
校正の寄与分がごくわず
かである場合はトレーサ
ビリティが要求されてい
ないので不整合である。 

下線部を追加する。 
1）試験･校正に該当する測定量の

測定に使用される設備、又は試験

校正結果が複数の測定量の組立て

によって得られる場合は組立てに

使用するすべての測定量の測定に

使用される設備、但し、試験所に

おいては 6.2 項で除外している「校

正の寄与分がごくわずかであると

確認されている」に該当する場合

を除く、 

４件のコメントについてお礼申し上げます。 
事務局としてコメントを参考にさせていただき、

下記のように修正しました。 
 
△ 
 
６．において“SI 単位にトレーサブルである

ことを実証することを要求する。”を、試験所

を考慮し、“校正することを要求する”と変更

しました。 

2 佐々波浩一 6. 項

2） 
全行 T 同上 下線部を追加する。 

2）試験･校正結果の補正を行う場

合、その補正因子となる測定量の

測定に使用される設備、但し、試

験所においては 6.2 項で除外して

いる「校正の寄与分がごくわずか

であると確認されている」に該当

する場合を除く、 

△ 
 
同上 

3 佐々波浩一 6.2 項 
注 1 

1 ～ 4
行 

T この原案では、「ごくわずか」

と判定するためには、校正を

注１の第 1 文を削除する。 
注１ “校正の寄与分がごくわず

△ 
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コメン
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コメント内容 提案 JAB 事務局対応案 
（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不採用） 

行わなかった場合の不確か

さを推定して判定すること

を要求しているが、これは校

正を行わない試験所に対し

てだけ要求するべきである。

例えば認定シンボルのない

校正を定期的に実施して「ご

くわずか」であることを確認

している試験所に対して、校

正を行わなかった場合の不

確かさの推定を要求するこ

とは過剰要求である。 

かである”とは、校正の不確かさ

の寄与分が全体の不確かさに比べ

てごくわずかであるとともに、校

正を行わなかった場合の全体の不

確かさと校正を行った場合の全体

の不確かさを比べて、校正を行っ

た寄与がごくわずかである場合と

する。“ごくわずか”とは、全体の

不確かさの 0.3 倍未満と考えられ

る。 

 
6.2 項については、内容の変化を伴う修正を行わ

ず、改定案から撤回します。 

 ４ 佐々波浩一 6.1.1 項 最 後

か ら

4 行

目 

T この原案では、「次の校正等

が認められる。」とあるが、

「何」と認められるのかがわ

からない。 

下線部を挿入する。 
このほか、次の校正等が、国家計量標

準による校正及びそれにトレーサブル

な校正等と同等と認められる。 

△ 
 
6.1.1 項については、内容の変化を伴う修正を行

わず、改定案から撤回します。 

 
 


